
北海道立アイヌ総合センターの指定管理者の候補者の選定について

１ 公の施設の概要 名 称：北海道立アイヌ総合センター 担当課（室）
所 在 地：札幌市中央区北２条西７丁目１
設置目的 ：アイヌ民族の歴史に対する認識を 環境生活部アイヌ政策課

深めるとともに、アイヌ文化の伝承 直通：011-206-6024
及び保存の促進等を図る。 代表：011-231-4111（内線24-135）

２ 申請期間 令和３年10月25日（月）～12月13日（月）

公 申 指定期間（予定） 令和４年４月１日～令和９年３月31日
募 請
概 条 業務の範囲 （１ ）アイヌ民族の歴史及び文化に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
要 件 （２ ）アイヌ総合センターが収集し、保管し、又は展示する資料に関する調査研究を行う

こと。
（３ ）アイヌ民族の歴史及び文化に関する講演会、講習会、研究会等を主催し、並びにそ

の開催を援助すること。
（４ ）その他設置の目的を達成するために必要な事業
（５ ）アイヌ総合センター資料を利用しようとする者に係る承認に関する業務
（６ ）施設及び設備の維持管理に関する業務
（７ ）その他知事が定める業務

利用料金制度 該当なし

負担金限度額 ５２，８３５，０００円

審査基準等 別紙「北海道立アイヌ総合センター指定管理者候補者決定基準」 （公募要項別添４）の
とおり

３ 申請結果 申請者数１団体（うち公益法人１）

４ 名 称 北海道立アイヌ総合センター指定管理者候補者選定委員会
（事務局：環境生活部アイヌ政策課）

選
定 運営要領 別紙「北海道立アイヌ総合センター指定管理者候補者選定委員会運営要領」のとおり
委
員 委 員 区分 氏 名 所 属 備考
会

委 員 長 松久 三四彦 北 海 学 園 大 学 大 学 院 教 授 学識経験者

副委員長 大場 智裕 札幌市市民文化局市民生活部アイヌ施策課長 学識経験者

委 員 南 健一 （公財）アイヌ民族文化財団国立アイヌ民族博物館副館長 学識経験者

委 員 原田 優司 株 式 会 社 北 洋 銀 行 道 庁 支 店 長 学識経験者

委 員 岸 小夜子 学校法人旭川龍谷学園法人本部長 ・常務理事 学識経験者

開 区 分 開催日時・場所 議 事 出席率
催
状 第１回 令和３年10月13日（水） ・申請資格、公募の方法、選定基準及び方法等に 100%
況 札幌市 ついて

第２回 令和３年12月23日（木） ・申請資格等審査について 100%
札幌市 ・申請者ヒアリングについて

・必須項目審査について
・加点項目審査について
・指定管理者候補者の選定について

審査の経過 ・令和３年 10月 13日開催の第１回委員会において、公募方法、選定の基準及び方法に
ついて検討を行った。
・令和３年10月 25日から公募を開始し、締切までに１団体から申請があり、事務局にお
いて申請資格 （形式的要件）等に係る事前審査を行った上で、 12月 14日に申請書類等
の副本を各委員に送付し、検討を依頼した。
・ 12月 23日開催の第２回選定委員会において、申請者からヒアリングを行い、引き続き
各委員が必須項目審査及び加点項目審査 （候補者決定基準に基づく採点 ）を実施し、
要求水準を満たしていると判断されたことから申請者を指定管理者の最適な候補者とし
て決定し、12月27日、審査の経過及び結果について道に報告した。

採点結果 別紙のとおり

審査の結果 指定管理者の候補者 公益社団法人北海道アイヌ協会

選定理由 ・収支計画の負担金上限額が道の負担金上限額以内であること、施設の予定利用者数
が管理の目標を満たしていることなど、道の提示した要求水準を満たすとともに、他機
関との連携において道の要求水準を満たす提案があり、アイヌ民族や文化への理解の
促進が期待できる。

公表用様式


